
日時 

場所 

（１）知事許可漁業の許可の基準について【協議】
（２）委員会指示違反に対する処分方針について【協議】

令和８年１月１４日（水）

（５）ワカサギ人工ふ化放流事業に伴う特別採捕許可について【報告】

  7 閉  会

（３）漁業権に係る資源管理状況等について【報告】
（４）主要魚種の資源状況について【報告】

（６）ワカサギ採捕禁止期間中における張網操業試験に係る特別採捕許可について【報告】

  ４ 出席委員数の報告

午前１０時から

  ５ 議事録署名人の選出

  ２ 挨  拶

  ３ 議長の選出

第573回 霞ケ浦北浦海区漁業調整委員会

  6 議 題 等 

茨城県土浦市真鍋５－１７－２６

次  第

（７）その他

  １ 開  会

茨城県土浦合同庁舎 第一分庁舎
第３会議室
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令和８年１月 14 日 

霞ケ浦北浦水産事務所  

 

知事許可漁業の許可の基準の見直しについて 

 

１ 概要 

 ・許可の基準は、県が公示した許可をすべき船舶等の数を、申請数が上回った場合に許可等を

する者を定める基準となるもの。 

・現行の基準は、旧漁業法に基づく基準を踏襲して定めたが、改正漁業法に基づく新たな制度

での運用が始まってから一定期間経過したことから、茨城海区における同種基準の改正状況

及び霞ケ浦北浦海区の現状を踏まえた見直しを行う。 

 

２ 見直しの内容 

・漁業種類ごとに定めていた基準を一本化する。 

 ・現在許可を受有し、操業実績を有する者（やむを得ない理由により休業していた場合や、対

象資源の状況等により操業しなかった場合を考慮）に優先的に許可される点は従来どおりで

あるが、許可を受けた者の従業者（子弟や乗り子）が独立しようとした場合にも優先的に許

可する規定を設ける。 

 ・当該漁業の許可を有さない者については、既に漁業で生計を立てている者を優先的に許可す

ることとし、霞ヶ浦北浦において漁業を営む日数が１年に 90 日以上の者、同 90日未満の

者、それ以外の者に区分する。 

 

３ 見直しに伴う手続について 

 ・当該基準を定める際は、漁業法第 58 条において読み替えて準用する第 42 条第５項及び茨城

県霞ケ浦北浦海区漁業調整規則第 11 条第５項並びに同規則同条第７項の規定により、漁業

調整委員会の意見を聴いた上で定める必要がある。 

・また、行政手続法第２条第８号ロに規定する審査基準に該当することから、同法第 39条に

規定によりパブリックコメントを行って定め、同法第５条第３項の規定により公にしておく

必要がある。 

 

４ 今後のスケジュール 

令和８年１月 14 日 漁業調整委員会（協議）（今回） 

令和８年２月上旬～ パブリックコメント（30日間） 

令和８年４月 漁業調整委員会（許可の基準に係る諮問、許可等に関する

取扱方針の改正に係る協議） 

令和８年５月中旬 漁業調整委員会（有効期間中の許可に係る諮問） 
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